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アメリカ．聾教育における

トータル・コミュニケーションの展開（5・）

一1960年代の手指使用状況とその方法論一

草　薙　進　郎

　アメリカ聾教育において，1960年代末に「トータル・コミュニケーショソ」が台頭し，

1970年代に急速に普及，発展していった。本稿の目的は，1960年代において，（1）教育の

場での手指利用の状況はどうであったか，（2）手指利用の有効性がどのように主張され，そ

の方法論はどうであったか，を明らかにすることである。研究の結果，次のことが明ら牟

になった。（1）聾児の約7割が口話法で教えられており，その他は，同時法，併用法，非口

話法で指導されていた。（2）1コ話法での進歩が期待できない年長児に手指が導入された。（3）

手指はスピーチ（英語）を補助するために使用すべきであると考えられていた。（4）手話を

主張する者と指文字を支持する者がおり，それぞれ，その論拠を有していた。これらの状

況と主張は，後のトータル・コミュニケーショソの台頭，展開に大きな影響を与えたと考

えられる。

1序　　　言

　アメリカ聾教育において，1960年代の後半に至っ

て，口話と手指を結合した，トータル・コミュニケー

ショソの理念と実践が台頭Lた。1969年には，大規

模た州立寄宿制聾学校である，メリーラソド聾学校

が，トータル・コミュニケーショソによる教育実践

を開始している1〕。そして，1970年代に至って，トー

タル・コミュニケーショソは，急速に，広範囲にア

メリカ聾教育の中に受け入れられ，展開していった。

こうした画期的な変革の生起については，それまで

の聾教育老のだれもが予想しなかったことだと言わ

れている。

　筆者は，先に，1950年代のアメリカ聾教育におい

て，手指法の有効性がいかに主張，評価されていた

のかを，

　①言語発達と知的発達における手指の有効性

　②併用法・同時法の評価・

　③手話と聾老の心理的間題

　④読話，聴能，発語についての評価

の視点から，分析，検討した。そして，1950年代に

埠いて，すでに，トータル・コミュニケニショソの

台頭，展開の素地，すなわち，手指利用に関する理

論，主張の新しい萌芽が存在していたことを明らか

にした2〕。

　さらに，筆者は，1960年代のアメリカ聾教育にお

いて，とくに，「指文字の聾幼児への早期導入」の問

題を取り上げ、

　①ソ連のr新口話主義」のアメリカヘの紹介

　②聾幼児への指文字導入の実践

　③新口話主義の影響と指文字導入の特徴

の視点より分析し，トータル・コミュニケーショソ

台頭，展開の一要因としての，そあ意義を明らかに

した3〕。

　さて，本稿の目的は，1970年代のトータル・コミュ

ニケーショソの急速な展開の前段階である，1960年

代において，①教育の場での手指利用の状況はどう

であったか。②手指利用の有効性がどのように主張

され，その方法論はどうであったか，を当時の文献

を分析することによって明らかにすること．にある。

このことは，トータル・コミュニケーショソの台頭，

成立の要因を明らかにするための基礎作業として，

不可欠であると考えられる。

2手指利用をめぐる教育状況

　（1）手指利用に関する一般的見解

　1950年代においては，手指利用の有効性について

の主張が，しだいに高まってきたが，実際に，手指

を使用した教育実践が，積極的，意図的に試行され

るようになったのは，1960年代に入ってからであ



る。まず，1960年代の教育実践における手指利用を

めぐる，一般的見解について明らかにしておく必要

■がある。

　Si1verman，S．R．ら（1965）は「聾児が，スピーチ

によってコミュニケートする機会を与えられるべき

だという見解は，聾教育者の共通理解となっている

ので，我々の関心は，このアプロニチ，すたわち，

口話主義と呼ぼれるものに向けられるだろう。また，

ある教育老は，コミュニケーショソの他の形式で口

話指導を補助する，または，簡単に言えぱ，代用す

べきだと主張する。」と述べ，この「コミュニケーショ

ソの他の形式」として，指文字（manua1a1phabet）

と手話言語を挙げている4〕。

　聾児に，スピーチによるコミュニケーショソ能力

を獲得させることの必要性については，当時，聾教

育者の問で共通理解があることは，Si1vermanらの

指摘のとおりである。しかし，一口話法のみで教育す

べきであるという，口話主義を主張する立場と，他

のコミュニケーショソ形式も使用すべきであるとす

る立場が併存していたことが，この指摘からも明ら

かである。

　Fa11s，C．（1968）は，手指使用に関してr手指法

のみを独占的に使おうとする方法は，アメリカ聾教

育老から，ほとんど支持をえていないと思われる。

　（中略）手指法の使用を主張する老が多くいるが，

彼らは，口話法との併用を主張する。」と述べてい

る5〕。このように，手指を単独ではなく，口話と併用

すべきことが主張され，また実際に使おうとしてき

た点に教育実践上の特徴があると言える。

　1960年代における，この手指と口話を併用した実

践上の新しい試みとしては，ニュー・メキシコ聾学

校などでの聾幼児への指文字導入の実践がある。ま

た，ギャローデット大学で開始された同時法カミ，同

大学附設の聾学校小学部高学年，中等部レベルで広

く使われつつあるという状況もある6）。やや質を異

にするが，ギャローデット大学のCornett，R．O．が

開発したrキュード・スピーチ」（1967）7〕は，手指

を利用して口話を補助するという点で，口話法と併

用法の中問に位置するものと考えられる。

　こうした新しい試みが，トータル・コミュニケー

ショソ台頭の先駆的役割を果たしたものと考えられ

る。このほかに，従来からの公立寄宿制聾学校にお

ける併用法の存在も，トータル・コミュニケーショ

ソ展開の素地として，無視することはできない。

　（2）手指利用をめぐる教育状況

　当時の手指利用牢苧ぐる教育状況につ一いて，Sil・

vermanら（1965）は，次のように指摘している。

　r現在，聾学校在学児の60％は，コミュニケーショ

ソを口話法で教えられている。残りは，手指で，ま

たは，手指と口話の併用セ教えられている。すべて

の聾児がスピーチと読話を学習する機会を与えられ

るべきだと公けに主張しているが，聾児の40％は，

口話法のみによっては教えられていないという事実

は，十分な機会が意味しているものに関して，重要

な（そして，しぼしば過熱した）意見の違いがある

ことを表わしている8〕。」

　教育状況についての，この指摘を裏付げるものと

して，アメリカソ・アナールズの統計がある。表1

の1960年，1962年の統計は，それぞれr異なった教

育方法を受けている児童の数」を表わしたものであ

表1　聾教育機関別の教育方法 （A．A．D．より）
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学校・学級数 72 1O 240 16 40 16 394 72 10 286 16 46 14 444

全児童数 5577 1928 6535 1286 886 231 26443 6122 ユ84 8018 i351 992 205 2b529

口話Oral O064 1928 6175 886 9053 0036 1871 5783 1346 737 104 19877

非口話nOn－Oral ユ049 1049 ユ072 3 21 1096

併用combined ユ967 1967 1930 21 45 1996

同時Simulta㏄ous 2482 2’482 3084 11O 3194

スピーチを教えbれて
いる者の合計 2551 1928 6175 886 2i540 3209 1814 6007 135 825 23206



る。これからわかるように，口話法のみで教えられ

ている者は，約77％であり，残りが手指を利用して

いる老たちである。手指利用では，①手指のみ使用

（非口話）②併用法（口話と指文字）③同時法

（口話と指文字と手話）があるが，割合は，高い方

から，同時法，併用法，手指のみ使用，の順となっ

ている。口話法で教えられている者の数は，Si1ver－

manの言う60％よりも若干多いが，ここでも口話法

優位であることが裏付けられている。

　　表2　スピーチを教えられている児童の全数
（A．A．D．より）
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学校・学級数 70 15 267 16 46 1 42

19石3 全児童数 6575 2309 7896 ほ59 1024 235 29398 ioo

スピーチを教えられている者の△計

3662 2ヨ09 710 1285 l014 10 547 86．7

学校・学級数 70 15 297 1 53 13 465

1064 全児董数 69富8 2302 875 1373 120 22 30799 lOO

スピーチを教えられている者の△計

4321 2302 745 ］470 105 12日 26730 86．8

　表2の1963年，1964年のアメリカソ・アナールズ

の統計は，それ以前のように教育方法の違いは表示

されておらず，ただrスピーチを教えられている児

童の全数」が示されている。それによれば，約86％

の児童が，スピーチ（口話）を教えられていること

がわかる。この数字は，先の1960年，1962年の口話

法の割合（約77％）より高くたっているが，その理

由は，併用法，同時法で教えられている老も，「スピー

チ」を教えられているからであると考えられる。

　こうしたことから，すべての聾児は，スピーチと

読話を教えられるべきであるという主張は，聾教育

者の問で，一般に認められており，また「手指を独

占的に使おうとする方法」は，ほとんど支持をえて

いないということが，当時の手指をめぐる教育状況

であると言える。そして，現実は今みてきたように，

口話法のみで教えられている老は，聾学校在学児の

60％，ないしは約77％であるという事実も．ある。し

かし，聾児に口話を学ぶr＋分な機会」が与えられ

ているかという点に関しては，意見の分かれるとこ

ろである。一方では，もっと口話教育を徹底すべき

で，現状は，口話を学ぶ機会が十分与えられていな

いとする主張がある。他方，機会は与えられても，

口話能力の習得が困難な子たちに対しては，手指法

を併用するという，現実的対応がみられる。この点

に関して，次に検討したい。

　（3）寄宿制聾学校と併用システム

　寄宿制聾学校の特質について，L1oyd，G．T．（1966）

はr目的または規則で選抜しない寄宿制学校，すな

わち，口話能力を顧膚せず，聾であればすべての子

を在学させねぱたらない学校は，重大たコミュニ

ケーショソの問題を持つ学校である。」9〕と，指摘して

いる。

　ここでいう寄宿制学校は，公立学校を指している

が，この公立寄宿制聾学校g状況について，Schowe，

B．M．（1970）はr1960年代の聾教育」という学位

論文において「50州に64の公立寄宿制学校がある

が，これらの学校のほとんどは，併用法を支持して

いる。」10〕と述べている。そして，クラスの実情につ

いて「州立寄宿学校は，クラス外では，いろいろな

程度で，ジェスチァと指文字を認めてきた。指文字

は，少数のクラスで許されている。マニュアル・ジェ

スチァ（筆老註：手話のこと）は，指文字が許され

るときは，多くのクラスで内密に使われるけれども，

クラスの中ではどこでも容認されていない。指文字

は，コミュニケーショソを口話様式に限定したとき，

学業成績が低い子たちのクラスでは許されている。

コミュニケーショソの口話様式をもっぱら使うクラ

スは，音響（acoustic）もしくは，聴覚（auditory），

または口話と呼ぱれる。」ll〕と説明している。

　さらに，Schoweは，クラスを教育方法の特徴に

従って，聴覚クラス，口話クラス，マニュアル・ク

ラスの三つに分類して，次のように述べている。

　「聴覚クラスは残存聴力があり，補聴器（個人用，

集団用）が使用される。口話クラスは，補聴器カミ使

われないほかは，聴覚クラスと同じ扱いがされる。

マニュアル・クラスは指文字が許されており，テス

トや行動面から学業がより低い子，またはコミュニ

ケーショソの口話様式に必要な注意深さとしつけに

自分自身を適応できそうにない子たちで構成されて

いる。より頭の良い子は，一般に，マニュアル・ク

ラスにはいない。」12〕

　この記述から明らかなとおり，クラスの授業の中

では，手話は正式には認められておらず，々ニュア

ル・クラスで指文字を導入される子たちは，一般に

学業能力，口話能力，知的能力の低い子たちに隈ら

れていた。こζでは，手指の使用は，あくまで，や

むをえない次善の策であり，積極的意義を持ってい

ない点に注目すべきである。

　学校タイブとコミュニケーショソ方法の違いの関

係について，Quig1ey，S．P．ら（1961）は，ほぽ同じ

趣旨で，次のように説明している。
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　「一般に，通学制学校と通学制学級は口話法のみ

を使用，許可する。また，これは通常，私立と教会

立の寄宿制学校においても当てはまる。しかし，殆

んどの公立寄宿制学校は，併用システムと呼称され

るものを使用する。併用システムを使う学校では，

学校での最初の数年の問は，口話法によって教育さ

れる。しかし，口話法で満足のいく進歩がみられな

いと思われる子たちのために，コミュニケーショソ

の手指方式を採用した，別のクラスが用意される。

　この併用システムは，聾児を教えるための方法で

はなく，一つの学校の中で行われる，口話学級と非

口話学級を提供するシステムであることが，強調さ

れるべきである。これらのクラスは，手話言語，指

文字，併用法，または，同時法を使うであろう。」13〕

　ここで弓金調されているように，「併用システム」と

は，聾児を教えるための方法ではなく，一つの学校

の中で「非口話学級」を提供，実施するシステムで

ある。併用法と併用システムの違いについて注意す

る必要がある。

　（4）手指への移行時期

　最初の数年問は，口話法で教育し，その結果満足

のいく進歩がみられないと思われる子に手指を導

入，利用していくという点は，手指利用の消極的意

義として位置づけられる。この口話法の指導から，

手指方式を導入した指導への移行の基準と時期につ

いて，Si1vermam，S．R．ら（1965）は，次のように

述べている。

　「口話から手指クラスヘの移行の基準は，多分，

子どもが口話能力を示さないからだが，しぱしぱ，

あいまいで，不明瞭である。ある教育者は，最初の

一年目で移行させるが，他の者は，3～4年になる

まで待つかもしれない。また，他の者は，ずっと口

話教育を行うが，寄宿舎では，手指で教えられた子

たちと交わることを許す。後老の計画では，口話教

育の効果を減ずるだろう。なぜたらぱ，話せる子が，

話せない子に適合しなけれぱならないし，口話コ

ミュニケーショソでの貴重な実際が失われているか

らである。」エ4〕

　同じく，手指法への移行時期について，Furth，H．

G．（1966）は，さらに，12歳という遅い時期をタイ

ムリミットとする考えのあることを，次のように指

摘している。

　r多くの教育老の考えを反映するような，次のよ

うな妥協的文言がある1すべての聾児は，最初口話

教育の機会を与えられねばならたい。もし，12歳ま

でに彼らがほとんど成功の徴侯を示さないならば，

手指法を使用してもよい。」15）

　ここにみてきたように，こうした口話能力の劣る

子どもを，「どのようた基準」で，また「どのような

時期」に手指方式へ移行させていくかについては，

不明確で，一致した見解はみられないと言える。

　（5）教育方法の特徴

　当時の教育方法の特徴について，Quig1ey，S．P．ら

（1961）は，次のように整理している。

　「口話法は，コミュニケーショソ過程において，

スピーチ，読話，補聴器の使用を含む。併用法（ま

た，ロチェスター法として知られている）は，スピー

チ，読話，補聴器，指文字を含む。同時法は，スピー

チ，読話，補聴器，指文字，手話言語を含む。これ

ら三つの方法に加えて，公立寄宿制学校は，時とし

て，手話言語が主に使われるクラスを持つ。クラス

での手指コミュニケーショソ法の使用のほかに，公

立寄宿制学校は，クラス外で，これら’のコミュニケー

ショソを使用することを一般に許す。」16〕

　rここで重要な点は，手指コミュニケーショソ法

は，英語の代替としてではなく，英語の話しことぽ

を補助するために使われつつあるということであ
る。」17〕

　Quig1eyも注釈しているように，併用法とロチェ

スター法とは，同じものとして説明されている。

Scouten，E．L．（1963）も，ロチェスター法は，とき

として，併用法と呼ぱれると述べている18｝。歴史的に

は，併用法とロチェスター法は独自の歩みを進めて

きており，特に，併用法の意味するものは，より広

範で多様であると言わねぱたらない。ただ，1950年

代，1960年代では，一般に，併用法は手話言語を含

まない，すたわち，ロチェスター法と実質的に同じ

ものとして考えられている点は，注意しておく必要

があろう。

　Quig1eyの指摘の中で，もう一つ重要なことは，

r手指コミュニケーショソ法は，英語の代替として

ではなく，英語の話しことぱを補助するために使わ

れつつある。」という点である。同様に，1970年代に

入ってのトータル・コミュニケーショソの理念，方

法論の中で手指コミュニケーショソを英語の代替と

して使おうとする考えは，ほとんど支持をえていな

いが，手指コミュニケーショソは，スピーチの補助

というより，むしろスピニチと対等の形で，結合し

てトータルに使用されるべきだと主張されている。

Quig1eyの指摘は，当時の手指コミュニケーショソ
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の地位を知る上でたいへん興味深い。

3手指利用の主張と方法論

　前述のとおり，教育上，手指利用というとき，手

指のみを独占的に使用するのではなく，あくまで口

話との併用が主張されている。

　Vernon，M．（1969）が指摘しているように，「問題

は，口話対手指コミュニケーショソではなく，口話

のみに限定された技法に対比したものとして，句話

と手指の併用アプローチであると認識すれぽ，多分，

論争は，より客観的に処理されうるだろう。」19〕とい

うことになる。すでに，1950年代から主張されてい

ることであるが，手指を口話，すなわち，英語の体

系と対応したものとして使用していこうと考えてい

る点に特徴がある。

　手指利用については，①英語のスピーチと同時に

指文字を用いる立場②英語のスピーチと同時に手

話を用いる立場，に大別することができる。

　（1）指文字利用の主張・

　指文字を幼児の段階より導入した，教育理念と教

育実践については，先稿において明らかにしたが，

1960年代に入ると指文字の有効性が，ますます強調

されるようになってきた。Fant，L．J1（1964）の「多

くの教育老は，子どもの英語を発達させるために，

読話といっしょに指文字を使うことを好む。指文字

の使用による強調は，概念ではなく，単語，語順の

上にある。」州という言は，このことを裏付けている

と言えよう。

　ルイジアナ聾学校長として，聾幼児への指文字導

入の実践を開始した，Scouten，E．L．（1964）は，指

文字導入の必要性について，次の点を挙げている。

　①英語の語い，シソタックスを具体的，明瞭な

方法で聾児に見えるようにしなけれぱたらない。

　②あらゆる立場で，あらゆる時に，英語を見る

経験を与えることが，英語獲得の機会を提供するこ

とになる。

　③指文字の使用によって，教師は文法的英語の

完全な言語パターソで，読話のブロークソな言語パ

ターソを補助できる。こうし牟，多面的な提示によっ

て，英語が聾児によって“自然な言語”になるであ

ろう21〕。

　彼の主張の主要な論点は，読話の困難性，不完全

性から生じる，ブロークソな英語の受容が，聾児の

スピーチや書記言語にも影響を及ぽし，ブロークソ

な言語を形成することになるから，指文字の導入に

よって，英語のパターソを全体として，視覚を通し

て受容可能にしなけれぱならない，ということにあ

る。

　指文字の利用は，歴史的には，ロチェスター法に

よって実践されてきた。ロチェスター聾学校長Ga1－

1oway，J．H．（1963）は，ロチェスター法を，口話で

あると同様に手指であると位置づけている。毛して，

ロチェスター法の有効性は，

　①指文字，スピーチ，書記で一貫して英語を使

用すること，

　②スピーチと読話の強力な援助ブログラムであ

ること，

　③手話言語を完全に排除すること，

に依存していると述べている。そして，ロチェスター

法は，明確に可視的な，あいまいさのない形で，英

語の語いと構造の全範囲を表わすことができ，その

結果，読話とスピーチだけからだと，しばしぼ生じ

るフラストレーショソとあて推量を排除できると主

張する22〕。

　特に，スピーチ・コミュニケーショソとの関係で，

彼はrスピーチ・コミュニケーショソは，我々の意

見では，指文字による英語を伴った時のみ可能であ

る。指文字なしには，スピーチ・コミュニケーショ

ソは，多くの子がお互いのスピーチを理解しえない

という単なる理由で失敗する。手指法が使用される

学校では，児童は使用能力以下にスピーチを使いが

ちであるから，強力なスピーチ・ブログラムが必須

である。これは，約40年前ロチェスター校で，中学

年（intermediategrades）になるまで，指文字の使

用が延期されるという決定がされたとき，確認され

た。」と述べている。

　すなわち，スピーチに指文字を伴わせることに

よって，コミュニケーショソが正確に成立すること

を強調するとともに，指文字使用による，ろピーチ

活動，スピーチ能力の低下を警戒して㌧強力なスピー

チ・プログラムが絶対必要であると強調している。

　指文字支持老は，一般に手話言語とは一線を画し，

手話使用については批判的である。Ga11owayは，手

話使用に対して，批判的な意見を，次のように述べ

ている。

　r我々の考えでは，手話は学校プログラムの各段

階で必ず排除されねばならない。手話は言語を構成

するかもしれない。しかし，それは，英語の言語で

はない。それ故，結局すべての聾学校が公言してい

る目的である，聾児の英語能力に，何も貢献しない。



クラスで英語を使い，外では手話を使うことは，ちょ

うど，我々の経済において，二つの貨幣本位制を使っ

ていることにたとえられる。悪貨は，いつも良貨を

駆逐し，それ自身，交換の独自な価値と手段とな
る。」23〕

　こうした，手話に対する批判的意見に対して，L1o－

yd，G．T．（1966）は，指文字と口話の同時使用，す

なわち，ロチェスター法の採用を提唱しているが，

手話については，全く否定しているわけではない。

手話は，指文字および口話と同時に使われることに

よって，有効性を発揮すると考え，次のように述べ

ている。

　「手話言語は英語でないという主張は，正当であ

ろう。多くの聾老の中で，手話が使われていること

も本当である。基本的には，手話は，文法的である

より，表意的である。しかし，それは，指文字，ス

ピーチといっしょに結合され使われることによ’り，

英語の定義に従って，文法的になる。」24〕

　「発達の初期において，聾児のジェスチァを受け

入れるのみではなく，英語の規則に従って，指文字

と手話，または，指文字による発達を助長すること

が可能である。スピーチは，明白な理由で，手話と

指文字を伴うであろうことがつねに考えられる；各

児は，あるがままの彼として受け入れられるべきで

あり，彼の母国語を獲得する，十分な機会を与えら

れるべきである。」25〕

　このように，L1oydは，手話，指文字を聾児の母国

語と考え，発達の初期よりこれらを学ぶ，十分な機

会が与えられるべきであると主張する。

　歴史的にば，指文字使用は，口話の発達を妨害す

ると考えられてぎた。とくに，指文字使用によって，

スピーチの発達が妨害されること，また，指文字の

方に，視覚的注意が向けられるために，読話をしな

くなる（読話力が落ちる）ということが指摘されて

きた。この後老の点に関して，Tervoort，B．Th．

（1961）は，次のように説明している。

　「指文字の使用は，目（視覚）を口から手の方へ

そらすという議論は，研究の結果支持されなかった。

聞き手は，話し手の顔の中心附近をみており，視野

のすみで手の動きをとらえている。そして，指文字

は，誤認されることは稀であるが，それに伴って，

はからずも会話のスピードを下げる。」26〕

　こうした指文字の特性をふまえつつ，指文字の有

効性を主張する立場に対して，手話の導入，活用を

主張する老もいる。

　（2）手話利用の主張

　手指利用を考えている者の中で，手話を積極的に

利用していこうと考えている老がいる。

　Greenaway，E．S．（1963）は，聾児たちを，音と

聴覚の杜会への適応に特別な間題を持った，恵まれ

ない少数派であるとしてとらえ，この基本的た問題

の究明の失敗は，口話法がその高い理想と抱負を達

成できなかった原因であると評価する。そして，聾

教育は，歴史的に沈黙と音の世界の橋渡しをするこ

とを役割としてきたと言う27〕。

　こうしたことから，Greenawayは，聾教育におけ

る手話言語の必要性について，次のように主張する。

　rその最も未熟な，最も不正確な形においてさえ，

手話言語は，自己表現の最も満足のいく手段である。

そして，聾教育における大きな悲劇は，手話言語が

存続してきたことではなく，それが教師の注目を，

一般に受けてこなかったことである。聾考のハソ

ディキャップは，非常に大きいので，可能な補助は，

彼らに対して否定さるべきではない。彼らの教育に

おいて，一つの最も有効な力は，手指コミュニケー

ショソの採用であるにちがいない。」28〕

　Greenawayは，手話の利用を提唱しているが，そ

の論拠を次の点に求めている。

　①手指コミュニケーショソは，聾老の自然な，

論理的な自已表現の手段である。それは，アメリカ

が最も立証しえているように，適切な環境と条件の

中で高度た言語水準に高められうる。

　②手指コミュニケーショソは，聾老の心に，自

由と聴覚の世界へ旅するための跳躍板を提供する。

　③手指コミュニケーショソの価値は，聾者の世

界を知る手段として，教師によって軽視されてはな

らない。

　④スピーチと読話，読争，書き，指文字と手話

言語は，すべてコミュニケーショソの手段であり，

無視されるべきではない。すべては，子どもの特別

な二一ド，態度，能力に依って利用されるべきであ

る。

　⑤早期教育の過程で使用されるコミュニケー

ショソ方法が，聾児にとって重要である。そして，

不幸にも，有用なスピーチと読話の獲得が，非常に

長い間遅れるので，知的飢餓が除去されない。手話

言語は，それが聾児の自然的言語であるから，この

重大な欠点を持たない29〕。

　このGreenawayの見解は，後のトータル・コミュ

ニケーショソ提唱の論拠とたった，いくつかの重要

一6



な萌芽を含んでいる。rスピーチ，．読話，読み，書き，

指文字と手話言語はすべてコミュニケーショソ手段

であり，無視されるべきでない」とカ㍉「早期教育の

過程で使用されるコミュニケーショソの方法が聾児

にとって重要で，聾児にとって自然的言語である，

手話言語はこの点で有効である」などの見解がそれ

である。こうした，明確な意見がすでに出されてい

るということが，トータル・コミュニケーショソの

台頭が，決して偶発的なものでないことの一づの証

左であると言えよう。

　Tervoort，B．Th．（1961）も，手話利用を考えて

いるが，聾児を12～18ヵ月の年齢で口話でスタート

するグループと早期から手指で開始するグループの

両極に分けたとき，先天性聾児の99％以上は，後考

の早期手話使用老の範囲に属すると強調してい
る30〕。

　聾児の使う，原始的ジェスチァと正式な手話の関

係について，Tervoortは，原始的または自然的ジェ

スチァによる最初の象徴行動から，すぐ正式た手話

へ発展する理論的可能性がある’という。この点に関

して，次のように述べている。

　「私がたずさわっている研究で，マニュアル・視

覚コミュニケーショソの発達的プロセスの研究をし

ている。そこで，自然的ジェスチァは，普通たいへ

ん短かい命であり，すぐ急速に，正式なシソボルに

発展し，確実にいくつかの言語シソボノレの発達的バ

ターソヘと展開していく。いつも最初は，聾の赤ん

坊と母親の視覚的世界の現実，すなわち，対象物の

忠実た模倣からなる，いわゆる自然的手話が存在す

る。（中略）自然的，動機づけられたジェスチァから，

シグナルは，正式な手話へと発達する。これは，常

時生じるが，事実は，3歳～3歳半の子は，正式な

手話で両親とコミュニケーショソする。」3I）

　Tervoortの説く，聾幼児の自然的手話から正式な

手話への発達は，彼の研究結果からみて，正当なこ

とであると考えられる。こう一した聾児のコミュニ

ケーショソ欲求に基づく，手話利用による視覚コソ

タクト・システムの成立のプロセスについて，彼は

次のように説明している。

　r一方，コミュニケーショソの正常な欲求があり，

他方，語い，語の組合わせ能力，文型の知識たどの

欠如がある。その結果，人間関係のコソタクト，お

よび経験，感情，ニュース，愛情，知識などの交換

の欲求は，はけ口を求めている。内的自我を表現し，

または，周囲の世界を模倣するジェスチァは，意味

を持ち，両親，他の聾児，周りの人々によって認め．

られる：ひとたび，この意味が一致すれぼ，これら

のジェスチァは，ただちに正式な手話へと発展す

る：手話は結合され，新しい視覚コソタクト・シス

テムが生まれる。」32〕

　この「私的システム」と英語の使用との関連につ

いては，両老はお互いに影響しあうとして，r話され

た英語と英語文法は，この私的システムにある程度

の影響を及ぽす。しかも，別の面では，さらに多く

の影響を及ぽす。視覚コミュニケーショソは，クラ

スでの言語よりも，一日当り，より多くの時間実行

される。それは，私の述べた，すべてのコミュニケー

ショソ・二一ドを表現するのに，より良く適合して

いる。それ故，この私的システムは，より多く英語

の使用に影響を及ぽす。」33〕と述べている。

　こうした英語の使用と私的システム（視覚コソタ

クト・システム）の相互に影響しあう関係から，

Tervoortは，手話の利用は，文法的に正しく使われ

るべきことを強調する。そして，このことは，子ど

も自身の言語の中ではなく，クラス内の教授ではじ

めて実践されうるとして，次のように述べている。

　r私は次のことを示したい一文法的に正しい使

用である，特別な抽象的使用は，クラスでの教授で

十分始められる。そして，それは，’子ども自身の純

粋に内密な言語の中では見出せない。」34〕

　さて，以上のほかにも，Furth，H．G．（1966）35）や

Schowe，B．M．（1970）36〕が，手話の積極的利用を

主張している。

　4　結　　　語。

　前述のことから，まず，1960年代の手指利用の教

育状況について，要約すれぱ次のようになる。

　①一般に，通学制聾学校，通学制聾学級と私立，

教会立の寄宿制聾学校においては，口話法で指導が

なされている。しかし，公立寄宿制雫学校のほとん

どは，併用法を支持しており，低学年では口話法で

教育を開始しても，口話能力，あるいは学業成績の

向上しない老には，高学年に至って，手指が導入さ

れる。

．②一般に，手指の導入は，積極的な意義を持た

ず，口話能力が向上しないカ㍉口話法では十分に学

業が向上しない老に対する補助的対策として位置づ

けられていた。ニュー・メキシコ聾学校，ルイジア

ナ聾学校などの「指文字の早期導入の実践」は，少

数の例外的存在であった。
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　③手指利用の状況は，クラス内では指文字が主

体であり，手話の使用は従となっている。r併用シス

テム」とは，一つの学校の中で，非口話学級と口話

学級を提供し，実施するシステムを意味している。

　次に，1960年代における，手指利用の主張と方法

論について要約し，考察を加えたい。

　①聾児に口話学習の機会を与え，・口話コミュニ

ケーショソ能力を獲得させることの必要性について

は，聾教育老の問で意見の一致がみられる。また，

手指法を独占的に使うことは，ほとんど支持されて

いない。また，手指は，英語に代わるものとしてで

はなく，口話（話しことばの英語）を補助するもの

として位置づけられている点も重要である。

　②手指利用の主張は，主として指文字導入を提

唱する老と，主として手話を提唱する者に大別でき

る。指文字支持者の中でも，手話を否定する老と，

手話に寛容な老がいる。手話を支持する老の中でも，

指文字や手指サイソの補助が必要だと考える老がい

る。

　こうした意見の相違は，まさに，トータル・コミュ

ニケーショソ台頭の前段階の様相を示すものとして

興味深い。こうした論議は，さらに，1970年代のトニ

タル・コミュニケーショソの展開の中でも，継続さ

れていくことになる。

　③指文字利用の論拠としては，次の事項が挙げ

られている。

　a　指文字は，英語の語いやシソタヅクスに従っ

て使われることにより，スピーチを視覚的に把握す

ることを可能にする。

　b　英語を視覚的に受容させることは，聾児の言

語能力の向上に有効な役割を果たす。

　C　読話の困難性からくる，コミュニケーショソ

上の心理的フラストレーショソとあて推量む指文

字によって排除できる。

　さて，指文字支持老である，Ga11owayは，手話を

否定する理由として，手話は英語の言語ではないの

で，英語能力の向上には何ら貢献せず，手話（悪貨）

は，英語（良貨）を駆逐すると主張する。この手話

は英語ではないということは，その限りでは正しい

が，英語能力に何ら貢献をしプよいという意見は，手

話支持者と相反する見解であると言える。

　④手話利用の論拠としては，次の事項が挙げら

れる。

　a　手話は聾児にとってr自已表現の最も満足の

いく手段」である。すべてのコミュニケーショソ手

段が，子ども’の二一ドに応じて利用されるべきであ

る。

　b　早期教育の過程でのコミュニケーショソ方法

が重要であるが，手話言語は，それが，聾児の自然

的言語であるので，有効性を発揮する。

　C　手指コミュニケーショソは，聾老の心に，自

由と聴覚の世界へ旅するための跳躍板を提供する。

　d　聾幼児の自然的ジェスチァは，最初の象徴行

動から，すぐ正式な手話へ発展する理論的可能性が

ある。

　e手話に一よる視覚コソタクト・システムは，文

法的に正しく使われることにより，英語能力の発達

と密接な相互関係を持つ。

　さて，このように，1960年代における，手指利用

の主張は，1950年代に比べて一段と高まりをみせて

きた。こうした主張は，当然の成り行きとして，口

話法からの変革を求める主張となっていく。それは，

まさに革新的な教育理念と教育方法の台頭，展開を

予想させるものと言える。

　この点に関して，Vemon，M．（1969）は，r多くの

聾教育者および，言語・聴覚専門家のある人たちに

とって，手話主義とは絶縁しているところの口話主

義以外の方法を受け入れ，採用することは，情緒的，

心理的に不可能であるが，一方では，実際の情報を，

聾児の学習を援助するのに役立たせようとする欲求

と心の広さが，全体的に増加しているように思われ

る。現存するシステムの不十分さを確認すると，建

設的変革への要請は自明である。」と述べ，教育が，

聾者の生活の心理的，杜会的面に対する重要な決定

要因であることを示唆しつつ，r他の分野で期待され

るよりも，変革はまず教育においてなされなければ

ならない。」と提言している37）。

　そして，この提言は，まさに，1970年代のトータ

ル・コミュニケーショソの広範な展開の申で，急速

に現実のものとたっていくのである。
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Summary 

Development of Total Communication in Education for the Deaf in U. S. A. (5) 

Position of Manual Method of Communication and Its Methodo]ogy in 1960's 

Shinro Kusanagi 

Total communication arised at the end of 1960's and had rapidly developed for 1970's in education for the deaf. 

The author prevrously exammed the Issues of <'Evaluatron of Manual Method m 1950's" and "Introduction of 

Fingerspelling to Young Deaf Children in 1960's". 

The purpose of this paper is to clarify the issues of (1) position of manual communication in education for the 

deaf in 1960's, (2) advocacy of using fingerspelling and sign language combined with the oral method, and 

methodology of using them. 

The results studied are as follows : 

(1) Concerning the position of manual communication, 

1 ) 66 or 77% of the deaf students was instructed by the oral method in schools and classes for the deaf. The other 

methods were simultaneous method, combined method and non-oral method. 

2 ) Some educators supported the only oral method, but some educators advocated the oral-manual combined 

approach. Almost public residential schools adopted combined system and permitted the deaf students to utilize 

fingerspelling and signs. 

3 ) Generally, manual communication was introduced to those elder deaf students who appreared not to make 

satisfactory progress with the oral method. 

(2) Concerning advocacy and methodology of oral-manual approach, 

1 ) The manual method of communication was not used as a substitute for English, but to supplement the spoken 

form of English. 

2 ) Some advocates of manual communication supported to use fingerspelling and others advocated to use sign 

language. 

3 ) The primary purpose of using fingerspelling was to make deaf children see full vocabulary and syntax of 

English, and to prevent the distorted patterns in non-English medium of lipreading. 

4 ) Advocates of sign language argued that sign language was the natural language for the deaf, and provided the 

most congenial means of communication and visual contact system for the deaf. 

The author concluded that these advocacy and methodology of oral-manual approach must influence the rapid 

development of total communication in 1970's* 
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